
レセ作成のチェック強化が必要です 

支払基金は、平成24年3月審査分から突合・縦覧点検を全数開始すると発表しました。 

○ 要旨 
 医科レセプトと調剤レセプト双方が電子レセプトの場合、すべての調剤レセを医科レセ 
 と突合し、調剤レセに記録されている医薬品の適応症が医科レセに記録されているか、 
 医薬品の投与量等が適当かを審査する。 
 同一医療機関が同一患者に関して提出したレセプトを複数月及び入院･入院外に 
 わたって照合する。 

社会保険診療報酬支払基金発表 

平成24年3月審査分～  突合･縦覧点検開始 

各医療機関は、電子レセプト請求時に、 
 

○ 院外処方分も含め、病名漏れがない 
○ 算定回数に制限等があるものに対する注意 
○ 入院と入院外で重複がないよう お願いします。 

院外処方の医療機関→処方と合わせたﾁｪｯｸを!！ 
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突合・縦覧点検対策  日レセで対応 

（設定次第で、標準装備されているデータチェック機能が使えます） 

詳しくは右記事業所に 

お問合せください。 

（入力時に、警告を出す仕組みが使えます） 

日医IT認定事業所 

病名漏れ対策 

ORCAで審査強化に備えましょう 

各種重複防止 

繰り返し使う 

項目を保存 

日付指定 

印刷順選択 

院外処方含む設定 

保存された 
項目から選択 

警告表示 


